
 

 

豊岡市記者配布資料 
 

年月日 部課名 電話 
責任者 

（役職名） 

2026 年  
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野畑 修身 

(課長) 

（件名） 

下水道使用料の見直しに係る意見募集(パブリックコメント) 
 

（内容） 

 本市では、昨年６月の豊岡市公営企業審議会への諮問を経て、今年３月に

答申をいただきました。 

 答申は、水道料金は現行を据え置き、下水道使用料は節水機器の普及や今

後のさらなる人口減少による使用料収入の減少や物価高騰による維持管理

費の増加、また、将来の管路更新費用に必要な資産維持費を含めた長期収支

見通しを検討した結果、健全な経営を持続するためには使用料の見直しが

必要であるという内容であります。 

 本答申を受けて、市では下水道事業の現状、使用料の見直しの内容につい

て、市民説明会を開催するとともに、下水道使用者の意見を広く聴くため、

下記のとおりパブリックコメントを実施します。 

 

記  

 

１  意見募集期間 

   ６月 12 日（金）～７月３日（金） 

２ 資料の閲覧方法 

 ⑴  市ホームページで閲覧 

 ⑵  下水道課、総務課または各振興局地域振興課で閲覧 

３ 意見の提出方法等 

 ⑴  提出方法 郵送または持参、ファックス、電子メール 

 ⑵  様式等  様式は任意ですが、意見用紙を市ホームページに掲載、下 

水道課、総務課および各振興局地域振興課窓口に設置しま

す。 

意見提出の際には、必ず住所・氏名・電話番号・年齢を記 

載してください。 

４ 意見の提出先 

 ⑴  郵送または持参 〒668-0061 豊岡市上佐野 1788 番地の３ 

豊岡市役所上下水道部下水道課 

※持参の場合は総務課、各振興局地域振興課でも受付 

 ⑵  ファックス   0796-22-1803 

 ⑶  電子メール   gesuidou@city.toyooka.lg.jp 

５  意見の取扱い 

 ⑴  提出された意見を取りまとめ、これに対する考えを、後日、市ホー 

ムページで公表します。 

 ⑵  提出していただいた意見に対して、直接、個別の回答はしません。 

 
  《問合せ》上下水道部下水道課 山本  

℡  0796-22-1801(直 ) 

 



  

 

下水道使用料の見直しへの意見用紙 
 

  下水道使用料の見直しに対するご意見を 2026年７月３日（金）までにお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 

■ご意見記入欄（記入欄が不足する場合は、任意の様式に記載し、添付してください。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○募集期間終了後、提出された意見を取りまとめ、意見の概要およびその意見に対する考えを、 

市ホームページで公表します。 

○記載いただいた住所、氏名等の個人情報は「豊岡市個人情報保護条例」の規定に従い適正に管理すると 

ともに、ご意見の内容に不明な点があった場合などの連絡・確認の目的に限って利用します。 

○提出いただいた意見に対する個別の回答はしません。 

○電話での意見・提言は、ご遠慮ください。 

 

                                     

 

 

 

 

  

豊岡市 上下水道部 下水道課 下水道経理係  

〒668-0061  豊岡市上佐野 1788番地の 3 

電話：0796-22-1801 FAX：0796-22-1803 

E-mail:gesuidou@city.toyooka.lg.jp 

ホームページ http://www.city.toyooka.lg.jp/ 

豊岡市 上下水道部 下水道課 行 
 
〒668-0061豊岡市上佐野 1788番地の３  
FAX：0796-22-1803  
Email: gesuidou@city.toyooka.lg.jp 

【住所】                 【電話番号】              

【氏名】                 【年齢】 （    ）歳       


